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１ 経緯と概要 

■関係法改正の経緯

●令和７年６月に卸売市場法が改正（令和８年４月施行予定）されたことに伴い、
 千葉市地方卸売市場業務条例の一部を改正。
●卸売市場法の改正は、食料の安定供給の実現等に向けた一連の法改正として行われた。

●食料の安定的な供給に向け、食料供給能力の維持や合理的な価格の形成に係る規定等を整備。 

令和６年６月 食料・農業・農村基本法の改正

●合理的な費用を考慮した価格形成等に向け、取引に係る規制的措置や食品等事業者等に対する支援策
 を法制化 
農林水産大臣が指定した品目について、コスト指標を作成・公表する制度を整備
取引の規制的措置の一つとして、事業者に対する努力義務を規定

令和７年６月 食品等持続的供給法（※）の改正

（※）食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進及び

 食品等の取引の適正化に関する法律

令和７年６月 卸売市場法の改正

●業務規程に「取り扱う指定飲食料品等」「指標」等の公表を規定することが、認定要件として追加される。
●引き続き認定を受ける卸売市場は、施行日（改正法の公布後１年以内）までに業務規程の変更申請が必要。



２ 食料・農業・農村基本法の一部を改正する法律の概要



３ 農林水産省による協議会等の開催

● 令和５年８月から生産から消費に至る食料システムの関係者が一堂に会する協議会を実施。
● 協議会の下には、飲用牛乳、豆腐、豆腐・納豆、米、野菜のワーキンググループを設置し、具体的に議論

■適正な価格形成に関する協議会

● 令和５年８月から、生産から消費に至る食料システムの関係者が一堂に会する検討会を開催。
● 検討会の下に、食料安全保障、環境等配慮、人口減少社会の３つのプロジェクトチームを設置し、議論

■食品産業の持続的な発展に向けた検討会

【生産者】 全国農業協同組合中央会、全国農業協同組合連合会 等
【製造業者】  食品産業センター、日本乳業協会
【流通業者】  全国中央市場青果卸売協会、日本加工食品卸協会
【小売業者】  日本チェーンストア協会、日本スーパーマーケット協会 等
【外食・中食業者】 日本フードサービス協会 等
【消費者】 日本生活協同組合連合会、全国消費者団体連絡会 等

■主な構成員（例）



４ 食品等持続的供給法の概要



５ 食品等の取引の適正化措置の全体像



６ 卸売市場における取組イメージ



７ 今後の改正案イメージ

新旧対照表（案）

改正前 改正後

（取扱品目）
第３条[略]
[新設]

（開設者による卸売予定数量等の公表）
第５７条[略]
２[略]
[新設]

（取扱品目）
第３条[略]
２ 市長は、食品等の持続的な供給を実現するための食品
等事業者による事業活動の促進及び食品等の取引の適正
化に関する法律（平成３年法律第５９号。以下「食品等
持続的供給法」という。）第４２条第１項に規定する指
定飲食料品等（前項に規定する取扱品目に該当するもの
に限る。以下「指定飲食料品等」という。）をインター
ネットの利用その他の適切な方法により公表するものと
する。

（開設者による卸売予定数量等の公表）
第５７条[略]
２[略]
３ 市長は、次に掲げる事項をインターネットの利用その
他の適切な方法により公表するものとする。
（１）第３条第２項の規定により公表した指定飲食料品等
の食品等持続的供給法第４２条第１項第１号に規定す
る指標

（２）食品等持続的供給法第３６条各号に掲げる措置の
内容



８ 今後の改正案イメージ

公表案のイメージ案
※インターネットの利用、場内掲示板により公表予定

【食品等の持続的な供給を実現するための取引の適正化に関する公表事項】
〇食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進及び食品等の取引の適正化に
関する法律（平成３年法律第５９号。以下「法」という。）第４１条に基づき、農林水産大臣は、飲食料
品等であって、取引においてその持続的な供給に要する費用について認識しにくいものを指定することが
できます。
当該、指定を受けた指定飲食料品等のうち、本市場において取扱のあるものは、以下のとおりです。
・取扱品目：〇〇

〇上記品目について、法第４２条第１項第１号に規定する、取引においてその持続的な供給に要する費用に
関して参照すべき指標は、以下のとおりです。
（認定団体が公表する資料を転記予定）

〇法第３６条に基づき、飲食料品等の持続的な供給を図るため、取引において講ずるよう努めなければなら
ないとされている措置の内容は以下のとおりです。
１ 取引の相手方方から、その当該飲食料品等の持続的な供給に要する費用その他の考慮を求める事由を
示して、取引条件の協議の申出がされた場合には、誠実に当該協議に応ずること。

２ 前号に掲げるもののほか、取引の相手方から飲食料品等の持続的な供給に資する取組の提案に応じて
必要な協力を行うようにすること。
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